
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９神第２４２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年７月１３日 １９時００分ごろ 

発生場所 和歌山県美浜町紀伊日ノ御埼灯台から真方位２６４°７海里付近 

（概位 北緯３３°５２.０′ 東経１３４°５５.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 恵比須
え び す

丸、１０トン 

  ＷＫ２－５３５０(漁船登録番号)、個人所有 

Ｂ 漁船 第五日
ひ

の丸、７.３トン 

  ＴＯ２－２９５０(漁船登録番号)、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷後部外板に破口及びき
．
裂 

Ｂ 船首部外板の擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、日ノ御埼西南西約６海里の漁場にお

いて北北西に向け底引き網漁を操業中、Ｂ船は、船長１人が乗り組み、日

ノ御埼西南西約５海里の漁場に向かうため東進中、平成２１年７月１３日

１９時００分ごろ、Ａ船の左舷後部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南 風力 ２、視界 良好 

海象：うねり なし、波高 なし 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船が、Ｂ船と衝突を避けるための協力動作をと

らなかったものと考えられる。 

 Ｂ船が、漁ろうに従事しているＡ船の進路を避け

なかったものと考えられる。 

原因  本事故は、日ノ御埼西南西方沖において、Ａ船が漁ろうに従事中、Ｂ船

が東進中、Ａ船がＢ船と衝突を避けるための協力動作をとらず、また、Ｂ

船がＡ船の進路を避けなかったため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 




